
   

  

職員研修 「監督業務のポイント」 基礎講座 
 

－実務に役立つ監督業務のポイントを解説－ 
 

  

 
監督職員は、会計法、予算決算及び会計令等に基づき監督を行う責任があり、工事を 

適正かつ円滑に実施するための重要な使命を負っています。監督職員に任命された場合

は、監督業務の内容を十分に理解し、立場を認識して業務を遂行しなければなりません。 

近年、監督業務に必要とされる知識は、建設技術の専門化・高度化・多様化に伴い、 

増大の一途をたどっています。監督業務を円滑に進めるためには、継続的な技術的知識 

の習得が重要となります。 

是非、下記の講座内容を参考に、「監督業務のポイント」基礎講座の開催をご検討いた 

だけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

【当講座の主な内容（参考：土木工事の場合）】 

 

§1 監督員の役割 

   ・監督員の業務、工事監督の方法など  

§2 設計段階における監督業務のポイント 

   ・計画、設計、積算、実施業務など 

§3 施工段階における監督業務のポイント   

・施工計画書、品質管理、出来形管理、工程管理、 

環境管理、安全管理など 

    §4 技術話題 

・建設技術に関する話題提供（事故事例など）  

             
  ◆建築工事における監督業務のポイント、公共工事における検査員の技術力向上等の 

研修についてもご相談に応じます。    

◆研修方法については、専門技術士が現地に出向く集合研修、遠方の方にもご利用いた 

だけるリモート研修のいずれにも対応いたします。 

◆内容と費用については、ご相談に応じます。対面とリモートの費用は同額ですが、 

対面の場合は、別途実費交通費を申し受けます。また、会場および必要な設備は、 

貴団体にてご準備をお願いいたします。 
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